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(57)【要約】
【課題】冷延鋼帯の洗浄中における洗浄装置の洗浄能力
評価を可能にし、鋼帯表面の洗浄品質を良好に保つ。
【解決手段】冷延鋼帯Ｓの洗浄設備１において、冷延鋼
帯Ｓを洗浄する洗浄装置１０と、入側輝度測定装置２０
と、出側輝度測定装置３０と、入側輝度測定装置２０で
得られる入側輝度と出側輝度測定装置３０で得られる出
側輝度との輝度差を算出する制御部４０とを備えさせ、
制御部４０で輝度差と予め設定された輝度差閾値とを対
比し、輝度差が輝度差閾値未満である場合に洗浄装置１
０の洗浄能力が低下していることを示す通知表示５０を
表示部に表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行する冷延鋼帯を洗浄する洗浄装置と、
　前記洗浄装置の入側において前記冷延鋼帯の表面の輝度を測定する入側輝度測定装置と
、
　前記洗浄装置の出側において前記冷延鋼帯の表面の輝度を測定する出側輝度測定装置と
、
　前記入側輝度測定装置で得られる入側輝度と前記出側輝度測定装置で得られる出側輝度
との輝度差を算出する制御部とを備え、
　前記制御部は、
　前記輝度差と予め設定された輝度差閾値とを対比し、
　前記輝度差が前記輝度差閾値未満である場合に、前記洗浄装置の洗浄能力が低下してい
ることを示す通知表示を表示部に表示させるように構成されている、冷延鋼帯の洗浄設備
。
【請求項２】
　前記制御部に前記輝度差閾値が複数設定され、該制御部は、前記表示部に各輝度差閾値
と前記輝度差との関係に応じて異なる前記通知表示を表示させるように構成されている、
請求項１に記載の冷延鋼帯の洗浄設備。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記輝度差が前記輝度差閾値未満である場合に前記入側輝度と予め設定された入側輝度
閾値とを対比し、
　前記入側輝度が前記入側輝度閾値未満である場合に前記表示部に前記通知表示を表示さ
せるように構成されている、請求項１又は２に記載の冷延鋼帯の洗浄設備。
【請求項４】
　走行する冷延鋼帯を洗浄する洗浄装置の入側および出側において前記冷延鋼帯の表面の
輝度を測定し、
　前記洗浄装置の入側で測定された入側輝度と前記洗浄装置の出側で測定された出側輝度
との輝度差を算出し、
　前記輝度差と予め設定した輝度差閾値とを対比し、前記輝度差が前記輝度差閾値未満で
ある場合に前記洗浄装置の洗浄能力を回復させるメンテナンスを実施する、冷延鋼帯の洗
浄方法。
【請求項５】
　前記輝度差閾値を複数設定し、前記メンテナンスを実施する際に各輝度差閾値と前記輝
度差との関係に応じ、異なる内容の前記メンテナンスを実施する、請求項４に記載の冷延
鋼帯の洗浄方法。
【請求項６】
　前記輝度差が前記輝度差閾値未満である場合に前記入側輝度と予め設定した入側輝度閾
値とを対比し、
　前記入側輝度が前記入側輝度閾値未満である場合に前記メンテナンスを実施する、請求
項４又は５に記載の冷延鋼帯の洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷延鋼帯の洗浄設備および洗浄方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱延鋼帯を所定の板厚まで冷間圧延することで得られる冷延鋼帯（以下、単に「鋼帯」
ともいう）は、焼鈍設備において焼鈍処理されることが一般的である。一方、鋼帯表面に
は冷間圧延時に噴射される圧延油や、鉄粉、塵埃等が付着しており、通常は焼鈍処理の前
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に圧延油等の付着物を除去するために鋼帯が洗浄される。鋼帯の洗浄が不十分であると、
製品品質に悪影響を与えることが懸念される。
【０００３】
　従来の鋼帯の洗浄装置には、アルカリ溶液等の洗浄液に鋼帯を浸漬させてブラシスクラ
バーで鋼帯表面の付着物を除去する特許文献１に示す装置や、洗浄液を鋼帯表面に噴射し
て付着物を除去する特許文献２に示す装置がある。
【０００４】
　これらの洗浄装置では、作業者が所定の頻度で鋼帯表面が適切に洗浄されているか否か
について洗浄度評価を実施していた。鋼帯の洗浄度評価は、例えば洗浄後の鋼帯表面の付
着物の有無を目視で確認する目視チェックや、洗浄後の鋼帯表面にテープを貼り、剥がし
たテープに付着する鉄粉等の量を目視確認するテープテストによって行われる。
【０００５】
　一方、洗浄度評価は、焼鈍設備の入側に設けられたルーパーの鋼帯蓄積量や鋼帯を払い
出すコイルの残長等を考慮して行う必要があり、洗浄度評価を実施するタイミングには制
限がある。また、作業者の主観による洗浄度評価は、評価結果にバラつきが生じることが
懸念される。このため、洗浄度評価の実施タイミングが制限されずに定量的な洗浄度評価
を実施することが望まれる。
【０００６】
　これに対し、特許文献３では、洗浄後の鋼帯表面の輻射率または色調を計測する洗浄装
置が開示されている。特許文献３の洗浄装置は、鋼帯の電解洗浄を行う電解槽と、鋼帯表
面の付着物を除去するブラシスクラバーと、鋼帯表面に残存する洗浄液を除去するリンス
タンクとを備えており、リンスタンクの下流側には洗浄後の鋼帯表面の輻射率または色調
を計測するセンサーが設けられている。特許文献３の洗浄装置では、計測された輻射率ま
たは色調に基づいて鋼帯表面の鉄粉残存量が推定され、これにより鋼帯の洗浄度評価がな
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２５６０６７号公報
【特許文献２】特開平１１－２４６９８２号公報
【特許文献３】特開平９－３０２４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　鋼帯の洗浄装置は、連続して稼働させていると洗浄能力が次第に低下していく。一方で
、鋼帯表面の汚れの程度に関わらず所望の洗浄品質を有する鋼帯を得るためには、洗浄装
置が常に十分な洗浄能力を有していることが求められる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献３の洗浄装置では、現に有している洗浄装置の洗浄能力を評価
することができない。例えば鋼帯表面の圧延油等の付着物の量が洗浄前の段階から少ない
場合、特許文献３のような洗浄後の鋼帯の表面状態に基づく洗浄度評価では、洗浄装置の
洗浄能力が実際には低下している場合であっても鋼帯の洗浄度は問題ないと判定される。
即ち、洗浄装置の洗浄能力が低下しているにも関わらず、洗浄装置が十分な洗浄能力を有
していると判断されるおそれがある。洗浄能力が低下した洗浄装置を使用し続けると、付
着物量が多い鋼帯が洗浄装置に到達した際に鋼帯を十分に洗浄することができず、所望の
洗浄品質に達していない鋼帯が後工程に進んでしまう。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、冷延鋼帯の洗浄中における洗浄装置
の洗浄能力評価を可能にし、鋼帯表面の洗浄品質を良好に保つことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　上記課題を解決する本発明は、走行する冷延鋼帯を洗浄する洗浄装置と、前記洗浄装置
の入側において前記冷延鋼帯の表面の輝度を測定する入側輝度測定装置と、前記洗浄装置
の出側において前記冷延鋼帯の表面の輝度を測定する出側輝度測定装置と、前記入側輝度
測定装置で得られる入側輝度と前記出側輝度測定装置で得られる出側輝度との輝度差を算
出する制御部とを備え、前記制御部は、前記輝度差と予め設定された輝度差閾値とを対比
し、前記輝度差が前記輝度差閾値未満である場合に、前記洗浄装置の洗浄能力が低下して
いることを示す通知表示を表示部に表示させるように構成されていることを特徴としてい
る。
【００１２】
　本発明によれば、洗浄前後の鋼帯の輝度差に基づいて洗浄装置の洗浄能力を評価するこ
とが可能になる。これにより、洗浄装置の洗浄能力の低下によって鋼帯の洗浄品質に悪影
響を及ぼす前に洗浄装置のメンテナンスを行うことが可能となる。
【００１３】
　また、別の観点による本発明は、走行する冷延鋼帯を洗浄する洗浄装置の入側および出
側において前記冷延鋼帯の表面の輝度を測定し、前記洗浄装置の入側で測定された入側輝
度と前記洗浄装置の出側で測定された出側輝度との輝度差を算出し、前記輝度差と予め設
定した輝度差閾値とを対比し、前記輝度差が前記輝度差閾値未満である場合に前記洗浄装
置の洗浄能力を回復させるメンテナンスを実施することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、冷延鋼帯の洗浄中における洗浄装置の洗浄能力評価を可能にし、鋼帯
表面の洗浄品質を良好に保つことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る洗浄設備の概略構成を示す模式図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る洗浄設備の制御フローの概略を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る洗浄設備の制御フローの概略を示す図である。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る洗浄設備の制御フローの概略を示す図である。
【図５】本発明に係る洗浄設備を用いた鋼帯の輝度測定の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本明細書およ
び図面において、実質的に同一の機能構成を有する要素においては、同一の符号を付する
ことにより重複説明を省略する。
【００１７】
（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る冷延鋼帯Ｓの洗浄設備１は、例えば冷延鋼帯Ｓの連続焼
鈍ラインに配置される。図１に示すように、第１の実施形態に係る洗浄設備１は、走行方
向Ｔに沿って走行する鋼帯Ｓを洗浄する洗浄装置１０と、洗浄装置１０の入側に設けられ
た輝度計（以下、「入側輝度計２０」という）と、洗浄装置１０の出側に設けられた輝度
計（以下、「出側輝度計３０」という）を備えている。洗浄装置１０の下流側には鋼帯Ｓ
を蓄積するルーパー８０が設けられ、ルーパー８０に蓄積される鋼帯Ｓはその後焼鈍設備
に向かう。第１の実施形態における出側輝度計３０は、ルーパー８０の入側近傍に配置さ
れている。
【００１８】
　洗浄装置１０は、鋼帯Ｓの走行方向Ｔに沿って順に、鋼帯Ｓの電解洗浄を行う電解タン
ク１１と、鋼帯表面に残存する圧延油や鉄粉等の付着物を除去するブラシスクラバー１２
と、鋼帯表面に残存する洗浄液を洗い落すリンスタンク１３と、鋼帯表面を乾燥させるド
ライヤー１４とを備えている。電解タンク１１には洗浄液として苛性ソーダ等のアルカリ
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溶液が貯留している。ブラシスクラバー１２では、上下一対のブラシロールが走行方向Ｔ
に沿って複数配置され、洗浄液を鋼帯Ｓに噴射する機構（図示省略）を有している。リン
スタンク１３には温水が貯留している。
【００１９】
　入側輝度計２０は、洗浄装置１０の入側において電解タンク１１に向かう鋼帯Ｓの表面
に対向するように設けられている。同様に出側輝度計３０は、ルーパー８０の入側におい
て鋼帯Ｓの表面に対向するように設けられている。入側輝度計２０および出側輝度計３０
は、ＣＣＤセンサを内蔵する輝度計であり、撮像範囲内の各画素で測定される輝度の平均
値を輝度測定値として出力するタイプのものである。なお、輝度計は、ＣＣＤセンサタイ
プのものに限定されず、例えばＣＭＯＳセンサタイプの輝度計を用いても良い。
【００２０】
　洗浄設備１は、入側輝度計２０や出側輝度計３０に対して鋼帯表面の輝度の測定開始や
測定終了を命令する制御部４０も備えている。なお、制御部４０は、例えば洗浄設備１を
制御するための制御装置として単体で設けられていても良いし、洗浄設備１や連続焼鈍ラ
イン全体の稼働状態を管理する管理コンピュータとして設けられていても良い。
【００２１】
　制御部４０は、入側輝度計２０から出力される輝度測定値（以下、「入側輝度」という
）および出側輝度計３０から出力される輝度測定値（以下、「出側輝度」という）を読み
込み、出側輝度と入側輝度との差（以下、「輝度差」という）を算出する機能を有してい
る。また、制御部４０は、入側輝度の出力間隔および出側輝度の出力間隔も制御すること
ができる。
【００２２】
　輝度差を算出する場合、例えば任意の時間ｔにおいて測定された入側輝度および出側輝
度を用いて計算される。このように輝度差を算出する場合、鋼帯表面上における出側輝度
の測定箇所は、鋼帯表面上における入側輝度の測定箇所の洗浄後の箇所ではないことから
、任意の時間ｔにおいて測定された入側輝度および出側輝度を用いて算出される輝度差は
、厳密には鋼帯表面の同一箇所における洗浄前後の輝度差ではない。しかし、入側輝度計
２０と出側輝度計３０の間の鋼帯長さはそれほど長くなく、その間の鋼帯表面の汚れの程
度も同程度であることから、任意の時間ｔにおいて測定された出側輝度および入側輝度か
ら算出される輝度差と、鋼帯表面の同一箇所における洗浄前後の輝度差との間に大きな差
異はない。このため、任意の時間ｔにおいて測定された出側輝度および入側輝度から算出
される輝度差を用いて洗浄能力評価を実施しても特段問題は生じない。なお、入側輝度計
２０から出側輝度計３０までの鋼帯長さや通板速度等を考慮し、入側輝度の測定位置が出
側輝度計３０に到達するタイミングを算出して同一箇所の輝度差を比較できるような制御
を実施しても良い。
【００２３】
　制御部４０は、輝度差と、輝度差に関して予め設定された閾値（以下、「輝度差閾値」
という）との対比判定を行う機能も備えている。なお、「輝度差閾値」は、洗浄対象とな
り得る鋼帯Ｓの表面汚れの程度や、洗浄装置１０が本来有する最大の洗浄能力、洗浄装置
１０の連続稼働による洗浄能力の低下の程度等を勘案して適宜設定される値である。輝度
差閾値は、例えば輝度差が当該閾値を下回ると洗浄能力の低下が著しくなり、鋼帯Ｓの洗
浄品質に悪影響を及ぼすような値に設定される。洗浄装置１０の洗浄能力の低下に因る鋼
帯Ｓの洗浄品質の低下が起こらないように値を設定することが好ましい。また、制御部４
０への輝度差閾値の設定は、例えばオペレーターが制御部４０として機能するパソコン等
に直接入力することで設定されても良いし、鋼帯情報等の各種情報に基づいて制御部４０
により算出された値が設定されても良い。
【００２４】
　制御部４０は、上記対比判定を行った結果、出側輝度と入側輝度の輝度差が予め設定さ
れた輝度差閾値未満となった場合に、予め設定された所定の通知表示をパソコンのディス
プレイ等の表示部５０に表示させる機能を有している。「通知表示」とは、洗浄装置１０
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の洗浄能力が低下していることを示すメッセージや記号等のことである。例えば通知表示
として所定のメッセージを表示部５０に表示する場合には“WARNING”や“洗浄能力低下
”等の通知メッセージが表示部５０に表示され、洗浄装置１０の使用を続けることで鋼帯
Ｓの洗浄品質に悪影響を及ぼす旨をオペレーターに通知する。
【００２５】
　第１の実施形態に係る洗浄設備１は以上のように構成されている。次に、この洗浄設備
１を用いた冷延鋼帯Ｓの洗浄方法について説明する。
【００２６】
　ペイオフリール（図示省略）から払い出されて洗浄設備１に到達する冷延鋼帯Ｓは、図
１に示すように、まず洗浄装置１０の電解タンク１１内を通過する。ここでは鋼帯Ｓの電
解洗浄が実施される。即ち、洗浄液に鋼帯Ｓが浸漬した状態で洗浄液の電気分解が行われ
、鋼帯表面に酸素や水素の気泡を発生させることにより鋼帯表面に付着する圧延油や鉄粉
等の付着物を浮き上がらせる。これにより、鋼帯表面に付着した付着物だけでなく、鋼帯
表面の微細な溝に入り込んだ付着物も除去することができる。電解タンク１１を通過した
鋼帯Ｓは、次にブラシスクラバー１２に進む。ブラシスクラバー１２では、鋼帯Ｓに洗浄
液が噴射され、回転するブラシロールによって鋼帯表面に残存する付着物が物理的に除去
される。ブラシスクラバー１２を通過した鋼帯Ｓは、次にリンスタンク１３内を通過する
。ここで鋼帯Ｓがリンスタンク１３に貯留する温水内を通過することによって、鋼帯表面
に残存する洗浄液が洗い落される。リンスタンク１３を通過した鋼帯Ｓは、その後ドライ
ヤー１４により乾燥される。この乾燥工程を終えることで冷延鋼帯Ｓの洗浄工程が終了と
なる。洗浄装置１０を通過した鋼帯Ｓは、その後ルーパー８０を介して焼鈍設備（図示省
略）に向かう。
【００２７】
　鋼帯Ｓの洗浄工程は上述の流れで進むが、第１の実施形態の洗浄設備１においては鋼帯
Ｓの洗浄中に図１に示す制御部４０で図２に示すような制御が実施される。これにより洗
浄装置１０の洗浄能力の評価が行われる。以下、図２を参照しながら洗浄設備１の制御フ
ローについて説明する。なお、以下の説明で示される符号の内、図２に表記がない符号は
図１に示されている。
【００２８】
　まず、制御部４０はステップＳ１０１として、入側輝度計２０および出側輝度計３０に
対して鋼帯表面の輝度測定を開始させる。このとき制御部４０は、入側輝度計２０および
出側輝度計３０に対して例えば１秒間隔で輝度測定値を出力させるように制御する。なお
、鋼帯表面の輝度測定値は、鋼帯表面の汚れ具合によって値が異なってくる。例えば鋼帯
表面が酷く汚れている場合は鋼帯表面の反射率が小さくなり、測定される輝度が小さくな
る。一方、鋼帯表面がそれほど汚れていない場合は鋼帯表面の反射率が大きくなり、測定
される輝度が大きくなる。
【００２９】
　次に、制御部４０はステップＳ１０２として、出側輝度と入側輝度の輝度差を算出する
。前述の通り、鋼帯表面の輝度の大きさは表面の汚れの程度と相関があることから、洗浄
装置１０によって鋼帯表面の汚れが落ちたならば出側輝度は入側輝度に対して大きくなる
。即ち、出側輝度と入側輝度との輝度差が大きければ、洗浄装置１０の洗浄能力が十分に
発揮されていることになる。
【００３０】
　そこで、制御部４０はステップＳ１０３として、出側輝度と入側輝度から算出された輝
度差と予め設定された輝度差閾値との対比を行い、どちらの値が大きいか判定する。ステ
ップＳ１０３の判定において輝度差が輝度差閾値以上である場合、制御部４０は洗浄装置
１０の洗浄能力が十分発揮されていると判断し、洗浄能力評価を終了する。
【００３１】
　一方、ステップＳ１０３の判定において輝度差が輝度差閾値未満である場合、制御部４
０は洗浄装置１０の洗浄能力が低下していると判断し、ステップＳ１０４として、通知表
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示の一例である警告メッセージを表示部５０に表示させる。このとき表示される警告メッ
セージにより、オペレーターは洗浄装置１０の洗浄能力が低下していることを認識するこ
とができる。
【００３２】
　洗浄能力の低下を認識したオペレーターは、洗浄能力を回復させるために洗浄装置１０
のメンテナンスを実施する。洗浄装置１０のメンテナンスは、例えば輝度差と輝度差閾値
との差に応じて、電解洗浄における電解電流の調節や、電解タンク１１への洗浄液の添加
による電解液濃度の調節、あるいは鋼帯Ｓに対するブラシロールの押し付け力を調節する
といった作業が行われる。これらの作業はどれか１つだけ実施されても良いし、複数組み
合わせても良い。例えば、輝度差が輝度差閾値をわずかに下回る場合には電解電流の調節
のみの作業で洗浄能力を回復させることとし、輝度差が輝度差閾値を大きく下回る場合に
は電解電流の調節に加えて更に電解タンク１１に洗浄液を添加しても良い。
【００３３】
　制御部４０は、ステップＳ１０４において表示部５０に通知メッセージを表示させた後
、洗浄装置１０の洗浄能力評価を終了する。なお、前述の通り、ステップＳ１０１では、
入側輝度計２０および出側輝度計３０から所定の間隔で輝度測定値が出力される。このた
め制御部４０は、それら各輝度測定値を用いてステップＳ１０１～Ｓ１０４に係る制御を
繰り返し実行する。これにより、洗浄設備の稼働中に洗浄能力評価が繰り返し行われる。
【００３４】
　以上説明した通り、第１の実施形態に係る洗浄設備１は、洗浄装置１０の入側と出側に
おいてそれぞれ輝度計を設けたことにより、洗浄装置１０の入側と出側における鋼帯表面
の輝度差を算出することが可能となる。これにより、洗浄装置１０の洗浄能力を把握する
ことが可能となり、鋼帯Ｓの洗浄品質に悪影響を及ぼす前に洗浄能力を回復する洗浄装置
１０のメンテナンスを行うことができる。その結果、鋼帯Ｓの洗浄品質を良好に保つこと
ができる。
【００３５】
（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態に係る洗浄設備１は、洗浄能力の低下状況をより詳細に把握す
ることを可能にする。第２の実施形態における洗浄設備１は、図１に示す第１の実施形態
に係る洗浄設備１と同様の構成を有しているが、第２の実施形態では、制御部４０に輝度
差閾値Ａおよび輝度差閾値Ｂといった２つの閾値が設定されている。輝度差閾値Ａは、輝
度差閾値Ｂよりも小さい値であり、例えば輝度差が当該閾値を下回ると洗浄能力の低下が
著しくなり、鋼帯Ｓの洗浄品質に著しい悪影響を及ぼすような値に設定される。また、輝
度差閾値Ｂは、例えば輝度差が当該閾値を下回ると洗浄能力の低下がある程度認められ、
輝度差閾値Ａを下回る場合ほどではないが鋼帯Ｓの洗浄品質に悪影響を及ぼすような値に
設定される。
【００３６】
　また、制御部４０には、通知表示のパターンが複数設定され、各輝度差閾値Ａ，Ｂと輝
度差との関係に応じて異なる通知表示を表示部５０に表示させる機能を有している。以下
、図３を用いて第２の実施形態に係る制御部４０の制御フローについて説明する。なお、
以下の説明で示される符号のうち、図３に表記がない符号は図１に示されている。
【００３７】
　まず、図３に示すステップＳ１０１及びステップＳ１０２では、制御部４０は第１の実
施形態におけるステップＳ１０１及びステップＳ１０２と同様の制御を行う。続いて、制
御部４０は、ステップＳ１０３として鋼帯表面の輝度差と予め設定された輝度差閾値Ａと
の対比を行い、どちらの値が大きいか判定する。
【００３８】
　ステップＳ１０３の判定において輝度差が輝度差閾値Ａを下回るような場合、制御部４
０は洗浄装置１０の洗浄能力が著しく低下していると判断し、ステップＳ１０４として通
知表示の一例である警告メッセージを表示部５０に表示させる。このとき表示される警告
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メッセージは、洗浄装置１０の洗浄能力の回復を強く促すことを警告するものであり、オ
ペレーターは警告メッセージを見て洗浄装置１０の洗浄能力が著しく低下していることを
認識する。そして、洗浄能力の著しい低下を認識したオペレーターは、洗浄能力を回復さ
せる洗浄装置１０のメンテナンスを開始する。例えば電解洗浄における電解電流を大きく
したり、電解タンク１１への洗浄液の添加、鋼帯Ｓに対するブラシロールの押し付け力を
大きくするといった作業を組み合わせたメンテナンスが行われる。
【００３９】
　一方、ステップＳ１０３の判定において輝度差が輝度差閾値Ａ以上である場合、制御部
４０はステップＳ１０５として輝度差と輝度差閾値Ｂとの対比を行い、どちらの値が大き
いか判定する。
【００４０】
　ステップＳ１０５の判定において輝度差が輝度差閾値Ｂ以上である場合、制御部４０は
、洗浄装置１０の洗浄能力が十分発揮されていると判断し、洗浄能力評価を終了する。
【００４１】
　一方、ステップＳ１０５の判定において輝度差が輝度差閾値Ｂを下回った場合、制御部
４０は洗浄装置１０の洗浄能力がやや低下していると判断し、ステップＳ１０６として表
示部５０に注意喚起メッセージを表示させる。このとき表示される注意喚起メッセージは
、ステップＳ１０４で表示されるような警告メッセージではなく、洗浄装置１０の洗浄能
力が低下し始めていることを知らせるものである。オペレーターはその注意喚起メッセー
ジを見て、洗浄能力がやや低下していることを認識し、洗浄能力を回復させる洗浄装置１
０のメンテナンスを実施する。なお、ステップＳ１０６のメッセージが表示される場合は
、ステップＳ１０４のメッセージが表示される場合よりも洗浄装置１０の洗浄能力が低下
しておらず、緊急性が低いため、オペレーターは電解洗浄における電解電流の調節や、電
解タンク１１への洗浄液の添加による電解液濃度の調節、あるいは鋼帯Ｓに対するブラシ
ロールの押し付け力の調節等の作業のうち、いずれか１つの作業のみを実施することにし
ても良い。
【００４２】
　以上のように第２の実施形態に係る洗浄設備１では、洗浄装置１０の洗浄能力評価に用
いられる輝度差閾値を２つ設定していることで、洗浄装置１０の洗浄能力の低下状況をよ
り詳細に把握することが可能となる。これにより、洗浄装置１０が現に有する洗浄能力に
応じて、内容の異なるメンテナンスを実施することも可能となり、操業の自由度が向上す
る。
【００４３】
　なお、第２の実施形態では、輝度差閾値を２つ設定することとしたが、輝度差閾値の数
はこれに限定されない。即ち、制御部４０に輝度差閾値が複数設定され、当該制御部４０
が輝度差と輝度差閾値の関係に応じて、内容の異なる通知表示を表示部５０に表示させる
ように構成されていれば、第２の実施形態で説明した効果を享受することができる。
【００４４】
（第３の実施形態）
　洗浄装置１０の洗浄能力を十分に発揮できたとしても洗浄装置１０の洗浄能力には限界
があることから、洗浄前の段階でそれほど汚れていない鋼帯Ｓを洗浄する場合の洗浄効果
は、洗浄前の段階で酷く汚れている鋼帯Ｓを洗浄する場合に比べて小さくなる。即ち、洗
浄前の段階でそれほど汚れていない鋼帯Ｓを洗浄する場合には、出側輝度と入側輝度の輝
度差が小さくなる傾向にある。このため、輝度差のみに着目した洗浄能力評価を行うと、
洗浄前の鋼帯Ｓがそれほど汚れていない場合において輝度差が小さく算出されることによ
って、洗浄装置１０が十分な洗浄能力を有しているにも関わらず制御部４０により洗浄装
置１０の洗浄能力が低下していると判定される。この場合、本来必要でないメンテナンス
を実施してしまうことも考えられる。そこで、本発明の第３の実施形態に係る洗浄設備１
は、洗浄装置１０の洗浄能力をより正確に評価することを可能にし、メンテナンス作業を
適切なタイミングで行うことを可能にする。
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【００４５】
　第３の実施形態に係る洗浄設備１は、図１に示す第１の実施形態に係る洗浄設備１と同
様の構成を有しているが、第３の実施形態の制御部４０は、入側輝度と、入側輝度に関し
て予め設定された閾値（以下、「入側輝度閾値」という）との対比を行い、どちらの値が
大きいか判定する機能を有している。なお、「入側輝度閾値」は、洗浄装置１０が本来有
する最大の洗浄能力や、洗浄対象となり得る鋼帯Ｓの表面汚れの程度等を勘案して適宜決
定される値である。入側輝度閾値は、例えば入側輝度が当該閾値以上になると、鋼帯Ｓの
汚れの程度が小さいために十分な洗浄能力を有する洗浄装置１０であっても洗浄効果が小
さくなるような値に設定される。なお、制御部４０への入側輝度閾値の設定は、例えばオ
ペレーターが制御部４０として機能するパソコン等に直接入力することで設定されても良
いし、鋼帯情報等の各種情報に基づいて制御部４０により算出された値が設定されても良
い。
【００４６】
　以下、図４を用いて第３の実施形態に係る制御部４０の制御フローについて説明する。
なお、以下の説明で示される符号のうち、図４に表記がない符号は図１に示されている。
【００４７】
　まず、図４に示すステップＳ１０１～ステップＳ１０３では、制御部４０は第１の実施
形態におけるステップＳ１０１～ステップＳ１０３と同様の制御を行う。
【００４８】
　ステップＳ１０３の判定において輝度差が輝度差閾値以上である場合、制御部４０は洗
浄装置１０の洗浄能力が十分発揮されていると判断し、洗浄能力評価を終了する。一方、
ステップＳ１０３の判定において輝度差が輝度差閾値未満である場合、制御部４０はステ
ップＳ１０７として、入側輝度と入側輝度閾値とを対比し、どちらの値が大きいか判定す
る。
【００４９】
　ステップＳ１０７の判定において入側輝度が入側輝度閾値以上である場合、制御部４０
は、洗浄中の鋼帯Ｓが洗浄前からそれほど汚れていないためにステップＳ１０３において
輝度差が小さくなったと判断し、洗浄能力評価を終了する。
【００５０】
　一方、ステップＳ１０７の判定において入側輝度が入側輝度閾値未満である場合、制御
部４０は、洗浄装置１０の洗浄能力が低下していると判断し、ステップＳ１０８として表
示部５０に警告メッセージを表示させる。このとき表示される警告メッセージによってオ
ペレーターは洗浄装置１０の洗浄能力が低下していることを認識し、洗浄能力を回復させ
る洗浄装置１０のメンテナンスを行う。
【００５１】
　以上のように第３の実施形態における洗浄設備１では、制御部４０が入側輝度と入側輝
度閾値との対比判定を行う機能を有しているため、洗浄前の鋼帯Ｓの汚れの程度を考慮し
た上で洗浄装置１０の洗浄能力評価を行うことが可能になる。これにより、洗浄装置１０
のメンテナンスが実際に必要なタイミングで適切に洗浄装置１０のメンテナンスを実施す
ることができる。
【００５２】
　なお、第３の実施形態の説明では、輝度差閾値を１つ設定することとしたが、輝度差閾
値は、図３に示す第２の実施形態で説明したように複数設けても良い。例えば図３に示す
ステップＳ１０３とステップＳ１０４の間、および、ステップＳ１０５とステップＳ１０
６の間でそれぞれ図４に示すステップＳ１０７を実行するような制御を行えば、第２の実
施形態で説明した効果と第３の実施形態で説明した効果を組み合わせた効果を享受するこ
とができる。
【００５３】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限定されない
。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変
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更例または修正例に想到しうることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００５４】
　例えば、上記第１～第３の実施形態では洗浄装置１０を電解タンク１１、ブラシスクラ
バー１２、リンスタンク１３、ドライヤー１４で構成することとしたが、洗浄装置１０の
構成はこれに限定されない。
【００５５】
　また、上記第１～第３の実施形態では、洗浄装置１０の入側および出側で鋼帯Ｓの輝度
を測定するために、測定した輝度を制御部４０に出力する輝度計を用いたが、輝度計を用
いずに鋼帯Ｓの輝度を測定しても良い。例えば洗浄装置１０の入側および出側に鋼帯表面
を撮像する撮像装置をそれぞれ配置し、各撮像装置で撮像された画像を任意の制御部に送
信して当該制御部で画像処理することで鋼帯Ｓの輝度を測定しても良い。ここでいう制御
部は、図１に示す制御部４０であっても良いし、図１に示す制御部４０とは異なる他の制
御部（図示省略）であっても良い。即ち、洗浄装置１０の入側に鋼帯表面の輝度を測定す
る輝度測定装置（入側輝度測定装置）が設けられ、同様に洗浄装置１０の出側に鋼帯表面
の輝度を測定する輝度測定装置（出側輝度測定装置）が設けられていれば、上記第１～第
３の実施形態で説明した効果を享受することができる。
【００５６】
　また、洗浄装置１０のメンテナンスは、オペレーターの操作により開始されても良いし
、制御部４０により自動開始されても良い。制御部４０で自動的にメンテナンスを開始す
る場合、表示部５０には例えば“メンテナンス開始”といった洗浄装置１０のメンテナン
ス動作が開始された旨の通知メッセージが表示される。
【実施例】
【００５７】
　輝度差閾値としての好ましい値を求めるため、図１に示す構成の洗浄設備を用いて冷延
鋼帯の洗浄を実施し、洗浄装置の入側と出側における鋼帯表面の輝度を測定した。輝度の
測定条件は次の通りである。管長２５００ｍｍ、１５０Ｗの蛍光灯を長手方向が鋼帯の幅
方向に沿うように鋼帯表面から１～３ｍ離した位置に設置し、洗浄装置の入側および出側
に配置する輝度計として株式会社キーエンス製ＣＶ－２５００を使用した。各輝度計は、
測定範囲が鋼帯の中央部となるように設置され、各輝度計で測定される輝度測定値は１秒
毎に出力される設定とした。なお、本実施例では洗浄能力が低下していない洗浄装置を用
いて鋼帯の洗浄を実施している。
【００５８】
　上記測定条件で測定された輝度測定値を用いて、出側輝度を横軸、出側輝度と入側輝度
の輝度差を縦軸として図５に鋼帯品質との関係をグラフ化した。なお、図５では、出側輝
度と鋼帯の洗浄度との関係から得られる鋼帯品質に影響を与える閾値（以下、「出側輝度
閾値」という）を図示している。上記測定条件の下で導かれる出側輝度閾値は５０ｃｄ／
ｍ２と４０ｃｄ／ｍ２である。出側輝度が５０ｃｄ／ｍ２以上の鋼帯は電清不良欠陥が発
生せず、品質に関して特段問題がない安全領域にある鋼帯である。出側輝度が４０ｃｄ／
ｍ２以上、５０ｃｄ／ｍ２未満の鋼帯は、外観厳格材などの自動車用外板材としての使用
は好ましくないが、他の用途においては特段問題がなく、品質に関して注意を要する注意
領域にある鋼帯である。出側輝度が４０ｃｄ／ｍ２未満の鋼帯は電清不良欠陥が発生し、
品質に関して著しく劣る警告領域にある鋼帯である。
【００５９】
　図５に示すように出側輝度と入側輝度の輝度差が小さくなりすぎた場合には、鋼帯が十
分に洗浄されず、品質に関して安全領域にあった鋼帯が注意領域あるいは警告領域に移動
してしまうことが想定される。本実施例の結果を考慮すると、鋼帯表面の汚れの程度に関
わらず良好な洗浄品質を維持することが可能な好ましい輝度差閾値は、１８ｃｄ／ｍ２で
あることがわかる。
【００６０】
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　即ち、輝度差が１８ｃｄ／ｍ２未満となった場合は、洗浄能力を回復させる洗浄装置の
メンテナンスを実施することで鋼帯の洗浄品質を良好に保つことが可能となる。また、輝
度差が更に小さくなり、１０ｃｄ／ｍ２未満となるような場合は鋼帯の洗浄品質が著しく
劣ることになるため、電解電流の増大や電解タンクへの洗浄液の添加等の複数の作業を組
み合わせたメンテナンスを行うことが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、連続焼鈍ラインにおいて冷延鋼帯を洗浄する際に適用することができる。
【符号の説明】
【００６２】
１　　　洗浄設備
１０　　洗浄装置
１１　　電解タンク
１２　　ブラシスクラバー
１３　　リンスタンク
１４　　ドライヤー
２０　　入側輝度計
３０　　出側輝度計
４０　　制御部
５０　　表示部
８０　　ルーパー
Ｓ　　　冷延鋼帯
Ｔ　　　走行方向

【図１】 【図２】
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